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第２表 工事費及び手続費 

 第１ 工事費 

  １ 適用 

区 分 内  容 

(1) 実費の適用 ２（工事費の額）２－２（２－１以外の工事費）に掲げる工事費の額は、２－

３（算出式）に規定する算出式により算定する実費とします｡この場合において

は、２－４（２－３に適用する作業単金）に規定する作業単金及び第１表（接

続料金）第２（網改造料）２（料金額）２－３（年額料金の算定に係る比率）

に規定する貸倒率を適用するものとします。 

(2) 工事費の按分 利用者料金が役務区間単位料金である場合において、２（工事費の額）２－２

第１欄に掲げる工事費について協定事業者の負担額を協議により決定すること

とします。 

(3) 工事費の見直し 

 

当社は、２（工事費の額）２－１第 10欄、第 15欄から第 21欄まで、及び２－

２第１欄に掲げる工事費の算定に用いられる作業時間を改めようとするとき

は、協定事業者と事前に協議を行うよう努めることとします。 

(4) 通信路設定伝送

機能等設置工事費

の適用 

協定事業者が現に契約している当社の電気通信サービスに係る契約の解除（当

社と協定事業者との間で締結された協定等（相互接続協定及び卸電気通信役務

の提供に関する契約をいいます。）における、当社の契約約款により提供される

当社の電気通信サービスの契約の解除に相当するものを含みます。）と同時に、

その場所で新たに相互接続を行う場合には、２（工事費の額）２－１第 13欄の

支払いについては、専用サービス契約約款に定める施設設置負担金の差額負担

の規定を準用します。 

(5) ＤＳＬ回線調整

工事費の適用 

 

協定事業者は、予め、２（工事費の額）２－１第 23欄（以下この欄において「タ

イプ１」といいます。）又は第 23-2 欄（以下この欄において「タイプ２」とい

います。）の何れかの工事費の適用を選択することを要します。ただし、第 37

条の２（ＤＳＬ回線の回線調整工事）第２項又は第３項の規定によりＤＳＬ回

線の回線収容替えを行う場合はタイプ１の工事費を適用するものとします。 

ア  基本額は、(ｱ)欄に(ｲ)欄又は(ｳ)欄の工事費を加算して適用します。 

イ  １の協定事業者からの請求により同一のＤＳＬ回線に同時に２以上の回線

調整工事を実施する場合は、タイプ１については、基本工事費及びイ(ｱ)欄に

限り、タイプ２については、基本工事費に限り、それらの工事を１工事とみ

なして適用します。 

ウ  タイプ１について、回線調整工事と合わせて速度測定を行う場合の加算額

は、当社の機器により速度測定が可能な場合に限り、適用します。この場合

において、イ(ｱ)欄をア(ｱ)欄へ、イ(ｲ)欄をア(ｲ)欄又はア(ｳ)欄へ工事の態様

に応じて加算します。 

エ 回線調整工事と合わせて保安器の変更を行う場合の加算額は、タイプ１に

ついては、ウ欄をア(ｲ)欄又はア(ｳ)欄へ、タイプ２については、イ欄をア(ｲ)

欄又はア(ｳ)欄へ加算します。 

オ タイプ２について、回線調整の結果、ＤＳＬ回線の通信状態に全く改善が

見られなかった場合であって、協定事業者がそれを証する速度測定の結果を

記した書面を当社に提出するときは、本工事費は適用しません。ただし、こ

の場合において、保安器の変更を行ったときは、ＤＳＬ回線保安器変更工事

を行ったものとみなして、２（工事費の額）２－１第 31 欄に掲げる工事費を

適用します。 
(6) ルーティング番

号登録工事費及び

ルーティング番号

変更工事費の適用 

ア ルーティング番号（一般番号ポータビリティのために移転先事業者が指定

する電気通信番号をいいます。協定事業者が電気通信サービス（音声伝送役

務に限ります。）の提供を希望する番号区画（電気通信番号計画（令和元年

総務省告示第６号）別表第１に規定するものをいいます。）と異なる番号区

画のルーティング番号を含みます。以下、この欄並びに２（工事費の額）２

－１第 25欄、第 26欄及び第 26-2 欄において同じとします。）に対応する契

約者回線番号等を付与した契約者回線が当初からＩＳＭ交換機に収容され
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ている場合及び当初は現用のＩＳＭ交換機に収容されていた場合は、ア欄に

掲げる料金額にイ(ｱ)欄に掲げる料金額を加えた額を適用します。 

イ 協定事業者の利用者による番号ポータビリティの申込みが無い時点におい

て、協定事業者からの要望に応じ、当社が保有する未利用の電気通信番号に

ついてルーティング番号登録工事を行う場合は、２（工事費の額）２－１第

25 欄ア(ｱ)欄に掲げる料金額にイ(ｲ)欄に掲げる料金額を加えた額を組み合

わせて適用します。 

(7) 削除 

 

                           

(7)-2 光屋内配線工

事費の適用 

協定事業者が当社の光屋内配線（主として一戸建ての建物に設置される形態に

より設置するものに限ります。）の利用を終了した後、その利用を再開する場合

には、２（工事費の額）２－１ 第 27-2 欄ウ欄に規定する料金額から別表５（既

に設置された当社の光屋内配線に係る精算額）に規定する精算額を減じた金額

を適用します。 

(8) 光回線設備収容

替工事費及び光回

線設備接続モジュ

ール取替工事費の

適用 

１の協定事業者からの請求により同時に２以上の光回線設備収容替工事又は光

回線設備接続モジュール取替工事を実施する場合は、それぞれ、(ｱ)欄に限り、

それらの工事を１工事とみなして適用します。 

(9) 加入者交換機 

等接続回線設置等

工事費の適用 

加入者交換機等接続回線設置等工事費は、トラヒックの変動に応じて当該協定

事業者との接続のために用いる接続回線数の増減が発生する場合に適用しま

す。この場合において、当社の加入者交換機又は中継交換機とそれに対向して

接続する協定事業者の交換機との間の区間（両端の交換機及び伝送装置等によ

り構成されるものをいいます。）ごとの工事に適用します。 

(10) 工事費の適用時

間帯 

ア ２（工事費の額）に掲げる工事費の適用時間帯については、次表のとおり

とします。 

区分 適用時間帯 

平日昼間 8：30～17：00 

平日夜間 5：00～8：30及び17：00～22：00 

平日深夜 0：00～5：00及び22：00～24：00 

土日祝日昼夜間 5：00～22：00 

土日祝日昼間 8：30～17：00 

土日祝日夜間 5：00～8：30及び17：00～22：00 

土日祝日深夜 0：00～5：00及び22：00～24：00 

イ ２（工事費の額）２－１第 10欄、第 15 欄及び第 16欄、第 19欄から第 21

欄まで、第 23 欄及び第 23-2 欄、並びに第 29 欄から第 32 欄までに掲げる工

事費の適用時間帯は、平日昼間に限るものとします。 

ウ ２（工事費の額）２－１第 27-2 欄及び第 34欄第 35 欄から第 36 欄第 37欄

までに掲げる工事費のうち、平日夜間、平日深夜、土日祝日夜間、土日祝日

深夜に係るものは、第 68条（手続費の支払義務）第１項第 29号第 30号の規

定に基づき、指定時刻に当社が接続工事等を行う場合に限り適用します。 

(11) 指定時刻に接続

工事等を行う場合

の工事費の適用 

第 68 条（手続費の支払義務）第１項第 29号第 30号の規定に基づき指定時刻に

当社が接続工事等を行う場合は、当該指定時刻が含まれる適用時間帯に応じた

工事費を適用します。 

 



２　工事費の額
　２－１　工事費

　　　
備考

１回線ごとに

１回線ごとに

　　　

平日深
夜

2,571円

(1)～(9) 削除 　　　
工事費の額単位

　　　　　 　　　
区分

平日深
夜

当社の加入者交換機にテレドームサー
ビスを登録する工事に要する費用

　　　　　 　　　

ＶＰＮ工事費

通信路設定伝
送機能等設置
工事費

土日祝
日深夜

通信路設定伝
送機能等提供
工事費

テレドーム
サービス登録
工事費

地域指定着信
課金機能用迷
惑電話おこと
わり機能登録
工事費

イ

当社の加入者交換機にＶＰＮサー
ビス機能を登録する工事に要する
費用

当社の加入者交換機に登録された
ＶＰＮサービス機能を廃止すると
同時に新たな方式によるＶＰＮ
サービス機能を登録する工事及び
ＶＰＮサービス機能に係るデータ
設定を変更する工事に要する費用

3,370円
3,201円

特定中
継事業
者に適
用しま
す。

5,934円

料金表第１表第１（網使用料）２（料
金額）の２－１－１－１に規定する機
能及び２－６に規定する機能により接
続する専用回線であって専用サービス
契約約款に施設設置負担金の規定があ
るものを利用するときに、相互接続点
にその両端が終端する専用回線を設置
する工事に要する費用

　　　

第５条（標準的接続箇所）表
中第１欄の相互接続点（その
場所がその専用回線の終端に
対向する装置が設置される専
用サービス取扱所である場合
を除きます。）ごとに専用
サービス契約約款に規定する
施設設置負担金に相当する額

料金表第１表第１（網使用料）２（料
金額）の２－１－１－１及び２－６に
規定する機能により接続する専用回線
であって利用者料金が役務区間合算料
金であるものを利用するときに、相互
接続点にその両端又は片端が終端する
専用回線を設置する工事に要する費用

相互接続点ごとに専用サービ
ス契約約款に規定する工事費
に相当する額

　　　

　　　　　 　　　 　　　 　　　

特定中
継事業
者に適
用しま
す。

特定中
継事業
者に適
用しま
す。

中継事
業者
（特定
中継事
業者を
除きま
す。）
に適用
します｡

1,843円
1,751円

2,255円

5,725円

3,460円
3,287円

5,020円
4,162円

平日夜
間

土日祝
日昼夜
間

土日祝
日深夜

3,965円
3,795円

平日昼
間

4,686円
4,521円

(11)～(12) 削除

１回線ごとに(10) ア

当社の加入者交換機に特定中継事業者
の契約約款等に規定する地域指定着信
課金機能用迷惑電話おことわり機能を
登録する工事に要する費用

１回線ごとに

廃止の場合

2,706円

5,020円
4,806円

5,751円
5,541円

2,142円

　　　(17) 削除

平日夜
間

平日昼
間

新設の場合当社の加入者交換
機にメンバーズ
ネットサービスを
登録する工事に要
する費用

3,940円

5,205円
4,989円

１回線
ごとに

１回線
ごとに

4,542円
4,376円

4,110円

土日祝
日昼夜
間

(13)

(14)

(15)

(16)

(18) メンバーズ
ネットサービ
ス登録工事費
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(23) 基本工事費 １工事ごとに

基本工事費 １工事ごとに

移転先
事業者
に適用
しま
す。

187円
178円

7,250円
6,886円

１工事ごとに

１工事ごとに

１回線ごとに

当社の加入者交換機に特定端末系事業
者の契約約款等に規定する全国型着信
短縮ダイヤル機能を登録する工事に要
する費用

イ

ＤＳＬ回
線の回線
調整等に
係る工事
に要する
費用

１工事ごとに

ア

ア (ｱ)基本
額

7,700円

　　　

ア(ｱ) に対
する加算額

ア(ｲ)又は
ア(ｳ)に対
する加算額

１工事ごとに

１工事ごとに

回線調整工事と合わせ
て保安器の変更を行う
場合の加算額

１工事ごとに
　　　

ルーティ
ング番号
を加入者
交換機に
登録等す
る工事に
要する費
用

土日祝
日昼夜
間
土日祝
日深夜

(ｲ)以外の
場合

１工事ごとに

１工事ごとに

イ

基本
額

１ルー
ティン
グ番号
ごとに

回線調整工事と合わせ
て保安器の変更を行う
場合の加算額

　　　　　

(ｲ)

１回線ごとに 793円
753円

平日昼
間

平日夜
間

平日深
夜

　　　

特定中
継事業
者に適
用しま
す。

当社の加入者交換機に特定中継事業者
の契約不締結情報を登録する工事に要
する費用

　　　

特定中
継事業
者に適
用しま
す。

7,440円

7,440円

2,800円

8,680円

　　　

　　　

　　　

特定端
末系事
業者に
適用し
ます。

　　　

6,600円

6,600円

3,500円

1,900円

　　　

　　　

　　　

　　　

ウ

1,401円
1,343円

1,597円
1,541円

　　　

2,800円

１工事ごとに

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

回線収容替
えを行う場
合

ブリッジ
タップはず
しを行う場
合

基本
額

回線
調整
工事
と合
わせ
て速
度測
定を
行う
場合
の加
算額

(ｱ)

(ｳ)

特定中継事業
者利用停止工
事費

特定中継事業
者契約不締結
工事費

全国型着信短
縮ダイヤル機
能登録工事費

当社の加入者交換機に特定中継事業者
の契約者に対する利用停止情報を登録
する工事に要する費用

ブリッジ
タップはず
しを行う場
合

ＤＳＬ回
線の回線
調整等に
係る工事
（タイプ
２の場合
を除きま
す。）に
要する費
用

ＤＳＬ回線調
整工事費
（タイプ１）

ア

(19)

回線収容替
えを行う場
合

(23)

(20)

(ｲ)

(ｱ)

(22) 削除 　　　　　

(21)

-2 ＤＳＬ回
線調整工事費
（タイプ２）

(25)

(24) 削除

ルーティング
番号登録工事
費

1,179円
1,120円

1,351円
1,293円

1,548円
1,491円
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1,293円

　　　

　　　

土日祝
日昼夜
間
土日祝
日深夜

電話サービ
ス契約約款
に規定する
総合ディジ
タル通信
サービスに
係る契約者
回線番号等
と同一の電
話番号等と
なる場合の
交換機等工
事費の額
（加算する
額に限りま
す。）に相
当する額

686円

1,530円
１電気通信番号
ごとに

842円

1,611円

１ルーティング
番号ごとに

１件ごとに

ア ルー
ティ
ング
番号
のみ
を削
除す
る場
合

1,343円

(ｲ)

１ルー
ティン
グ番号
ごとに

１ルー
ティン
グ番号
ごとに

当社が指定
した電気通
信回線設備
を通じて申
込みを行う
場合

１ルー
ティン
グ番号
ごとに

当社が保有
する未利用
の電気通信
番号につい
てルーティ
ング番号登
録工事を行
う場合の加
算額

(ｲ)

平日昼
間

平日夜
間

平日深
夜

加入者交
換機に登
録された
ルーティ
ング番号
又は契約
者回線番
号等を削
除する工
事に要す
る費用

(ｲ)以外の
場合

平日昼
間

土日祝
日昼夜
間
土日祝
日深夜

当社が指定
した電気通
信回線設備
を通じて申
込みを行う
場合

土日祝
日昼夜
間
土日祝
日深夜

1,611円
1,530円

1,597円
1,541円

644円
581円

671円

735円

1,351円

(ｲ)

平日夜
間

平日深
夜

平日昼
間

平日夜
間

1,548円
1,491円

1,401円

943円

(26) ルーティング
番号等削除工
事費

(ｱ)イ 加算
額

995円

792円

964円
913円

873円
822円

738円

平日深
夜

(ｲ)以外の
場合

697円

(ｱ)

846円
774円

765円

1,179円
1,120円

873円
800円
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平日昼
間

平日夜
間

１ルー
ティン
グ番号
ごとに

ルー
ティ
ング
番号
及び
契約
者回
線番
号等
を削
除す
る場
合

１ルー
ティン
グ番号
及び契
約者回
線番号
等ごと
に

(ｲ)

平日深
夜

１ルー
ティン
グ番号
及び契
約者回
線番号
等ごと
に

平日夜
間

平日深
夜

土日祝
日昼夜
間
土日祝
日深夜

土日祝
日深夜

土日祝
日昼夜
間

当社が指定
した電気通
信回線設備
を通じて申
込みを行う
場合

平日昼
間

(ｲ)以外の
場合

平日深
夜

1,345円

(ｲ)

800円

ルー
ティン
グ番号
を指定
した協
定事業
者に適
用しま
す。

2,359円

2,702円
2,587円

3,096円
2,983円

2,240円

1,205円

697円

846円
774円

765円

671円

1,726円

(ｱ)

(26) -2 ルーティ
ング番号変更
工事費

738円

(ｱ)

イ

基本
額

ア加入者交
換機に登
録された
ルーティ
ング番号
を変更す
る工事に
要する費
用

イ

１ルー
ティン
グ番号
ごとに

644円

1,321円
1,255円

1,514円
1,449円

1,734円

1,569円
1,504円

1,789円

581円

1,671円

加算額

(ｲ)以外の
場合

平日昼
間

平日夜
間

平日深
夜

当社が指定
した電気通
信回線設備
を通じて申
込みを行う
場合

土日祝
日昼夜
間
土日祝
日深夜

土日祝
日深夜

平日昼
間

平日夜
間

土日祝
日昼夜
間

3,194円

1,010円

電話サービ
ス契約約款
に規定する
総合ディジ
タル通信
サービスに
係る契約者
回線番号等
と同一の電
話番号等と
なる場合の
交換機等工
事費の額
（加算する
額に限りま
す。）に相
当する額

873円

１ルーティング
番号ごとに

ルー
ティン
グ番号
を指定
した協
定事業
者に適
用しま
す。

1,632円

2,685円

1,582円

1,381円

2,801円

1,389円

3,081円

1,166円

　　　

1,431円
1,211円
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ア

イ 平日昼
間

協定事業者が現に利用
している光屋内配線を
加工する場合

土日祝
日深夜

１工事
ごとに

１工事
ごとに

専用サービ
ス契約約款
に規定する
工事費に相
当する額

　　　
光信号分
岐端末回
線と一体
として当
社の光屋
内配線
（主とし
て一戸建
ての建物
に設置さ
れる形態
により設
置するも
のに限り
ます。）
に係る工
事に要す
る費用

既に設置された当社の光屋内配線を光
信号端末回線と一体として利用するた
めに加工（短縮又は簡易なルート変更
をいいます。以下第27-2欄において同
じとします。）又は延長する工事（第
27-2欄イ欄又はウ欄を適用する工事を
除きます。）に要する費用

１工事ごとに

光屋内配線を新たに設
置する場合

土日祝
日昼間 16,778円

土日祝
日夜間

平日夜
間

平日深
夜

平日昼
間

平日夜
間

平日深
夜

　　　

　　　

土日祝
日夜間

土日祝
日深夜

　　　

　　　

17,241円

　　　

土日祝
日昼間 　　　

　　　

14,945円
14,399円

13,525円

　　　

　　　

　　　

17,241円
16,778円

19,334円
18,906円

12,964円

13,525円
12,964円

15,421円
14,876円

(27)

(27)

構内伝送路設
備設置工事費

-2 光屋内配
線工事費

16,713円
16,247円

18,809円
18,375円

14,386円
14,882円

　　　

11,387円
10,816円

13,046円
12,487円
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合

１工事
ごとに

既
に
設
置
さ
れ
た
当
社
の
光
屋
内
配
線
を
そ
の
ま
ま
転
用
す
る
場
合

7,420円

6,804円

6,804円

たに

を設

内の

）を

(ｲ)

土日
祝日
深夜

土日
祝日

する

平日

じと

しな
い場
合

限り

るも

端し
てい

当社
が利

②

利用 １工事
ごとに

①

れた

当社
が利

事

に

を終

通試
験を
実施

配線

。以

のに

ウ (ｱ)

7,627円

して

昼間

屋内

験は
協定
事業
者に
実施

いた
だき

5,876円

6,596円
夜間

ご

配線
の開
通試

内で

す。

利用
する
場合

933円 利用
者宅

の光
用者
宅内

者宅

壁面
に既
に設
置さ

下(ｲ)

おい

利用
者宅

壁面
に新

て同

内の

光成
端盤
（光
屋内

宅内

祝日
深夜

で開
平日

平日
昼間

土日
祝日
昼間

験の

場合

土日
祝日

1
工

用者

と

実施

平日
深夜

5,404円

光成
端盤

置す
る場

土日
祝日

4,840円

平日

昼間

深夜

夜間

土日

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

夜間

6,210円

6,049円

平日
夜間

5,566円

5,566円

で開

　　　

　　　

　　　

　　　

通試

ます
。

ます

欄に

　　　

　　　

　　　
しま

みを
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の利
用に
係る
工事
を行
う場

土日

夜間

土日
祝日
深夜

平日
深夜

内の

祝日

夜間

(ｲ) ①

工事
を行
う場

たに
光成

終端

合

設置

場合

当社
によ

係る

の利
用に

され

合

用に
の利

当社
によ
る当
社の

され

た光
屋内
配線

に新

る場
合

の撤
去と

（光
屋内

既に
設置

係る

され
た光

は別
に、

者宅

配線

設置

す。
）を
利用
する

利用

装置

以下

置す

て同
じと
しま

に設

光成

配線

る当

併せ
て、
既に

た光
屋内

装置

置さ

併せ

端盤
を設

(ｲ)
欄に
おい

(ｱ) 1①

4,750円

るも
のに
限り
ます
。

5,902円

5,237円

4,872円

平日
昼間

平日
夜間

5,359円

を終
端し
てい

内の

当社
によ

社の

　　　

土日
祝日
昼間

土日
祝日
夜間

土日

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

工
事
ご
と

　　　

　　　
6,551円

7,197円

8,027円

6,064円

土日
祝日

平日1
工
事

に
平日
深夜

土日
祝日

社の
回線

の撤
去に

工

ご
と回線

昼間

土日
祝日

平日

れた

端盤

に既

終端

②

回線
壁面

屋内
配線

昼間

平日

工事

1

事

祝日
深夜

深夜

に

装置
の撤

昼間

平日

昼間

　　　

　　　

6,990円

7,820円

7,197円

6,265円

深夜

て、
既に

ご 平日
と
に

る当

終端

去に

夜間

土日
祝日

夜間

6,064円

4,324円

6,713円

5,335円

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

利用
者宅

壁面

を行
う場
合

4,872円
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ア

イ

ア

イ

(29)

一般光信号
中継回線の
場合

7,853円

光信号端末
回線の場合

加入者交
換機等接
続回線設
置等工事
に要する
費用

イ以外の場合ア

イ

(34) 削除

(ｱ)

(ｲ)

一般光信号
中継回線の
場合

(30)

9,241円

　　　　　 　　　

１工事ごとに

光回線設
備の提供
開始後に
おいて、
協定事業
者の要望
により光
回線設備
接続モ
ジュール
を取替す
る工事に
要する費
用

１工事ごとに

１工事ごとに

１工事ごとに

(33)

通信用建物内
伝送路接続工
事費

光回線設備収
容替工事費

光回線設備接
続モジュール
取替工事費

ＤＳＬ回線保
安器変更工事
費

光信号電気信
号変換装置
データ設定変
更工事費

加入者交換機
等接続回線設
置等工事費

基本
額

ＤＳＬ回線の保安器変更に係る工事
（ＤＳＬ回線調整工事と合わせて保安
器の変更を行う場合を除きます。）に
要する費用

加算
額

　　　

672回線
（50Mbit/s相
当）ごとに

第23条（接続用設備の
設置又は改修の申込
み）第１項又は第４項
に係る申込みにより工
事を行う場合

672回線
（50Mbit/s相
当）ごとに

203,994円

252,952円

光信号電気信号変換装置における回線
情報の設定変更を行う工事に要する費
用

１工事ごとに
8,778円

②

基本
額

加算
額

(ｱ)

(ｱ)

(ｲ)

(ｲ)

7,301円
6,935円

1,501円
1,426円

基本
額

加算
額

基本
額

加算
額

配線
利用
に係
る工
事を
行う
場合

9,382円

通信用建物に光回線設備と接続するた
めに設置された当社又は協定事業者の
光信号局内伝送路を当社の光主配線盤
に接続する工事に要する費用

１工事ごとに 専用サービ
ス契約約款
に規定する
工事費に相
当する額

光信号端末
回線（光局
外スプリッ
タを含まな
いものに限
ります。）
の場合

(ｱ)

(ｲ)

深夜

平日1
工
事
ご
と
に

当社
によ
る当
社の
回線
終端
装置
の撤
去と
は別

既に
設置
され
た光
屋内

に、

１工事ごとに

１工事ごとに

当社が別
に定める
伝送品質
を満たし
ている場
合におい
て、協定
事業者の
要望によ
り光回線
設備の芯
線を芯線
毎に切替
する工事
に要する
費用

１工事ごとに

１工事ごとに

8,142円

9,135円

土日

昼間

　　　

7,300円１工事ごとに

12,882円
12,236円

10,955円
10,406円

8,268円

祝日

(31)

(32)

(28)

8,590円
8,159円

昼間

平日
夜間

平日
深夜

6,935円

1,501円

土日
祝日
夜間

土日
祝日

1,426円

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

7,301円

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　
7,275円

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

8,390円

8,390円
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2,194円

4,142円

3,512円

光信号分岐端末回線を光局外スプリッ
タに接続する工事に要する費用

4,171円

1,658円

6,576円

4,885円

平日深
夜

(34) (35)

(35) (36)

(36) (37)

(37) (38) １回線
ごとに

土日祝
日夜間

１光信
号分岐
端末回
線ごと
に

１光信
号分岐
端末回
線ごと
に

１光信
号分岐
端末回
線ごと
に

光信号分岐
端末回線接
続工事費

土日祝
日昼間

平日夜
間

土日祝
日夜間

土日祝
日昼間

土日祝
日夜間

土日祝
日深夜

1,703円

1,619円

光信号分岐
端末回線収
容キャビ
ネット等設
置工事費

平日夜
間

平日深
夜

光信号分岐端末回線を設置等する工事
を平日昼間以外に実施する場合に加算
する費用

光信号分岐
端末回線設
置等加算工
事費

平日深
夜

融着接続工
事費

土日祝
日深夜

平日昼
間

2,194円

5,781円

5,781円

光信号端末回線（光局外スプリッタを
含まないものに限ります。）との接続
を申込む場合に、当該回線の架空部分
と引込部分を、融着接続工事（光ファ
イバケーブル同士を融解して接続する
工事をいい、単芯により構成される光
ファイバケーブルについて工事を行う
場合に限ります。）により接続する場
合に要する費用

平日昼
間

光信号分岐端末回線を収容するための
光信号分岐端末回線収容キャビネット
等を設置(既設未利用のものを新たに利
用する場合を含みます。）する工事に
要する費用

土日祝
日昼間

平日夜
間

土日祝
日深夜

　　　

5,580円

土日祝
日昼間

1,502円

平日昼
間

　　　

　　　

　　　

3,654円

1,502円

1,326円

1,463円

6,376円

4,339円

4,853円

5,441円

5,000円

5,000円

5,588円

1,377円

1,453円

1,540円

1,475円

1,475円

1,562円

1,385円

2,971円

1,786円

1,786円

3,369円

3,220円

3,859円
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(6)

(7)

(8)

トランスレー
タ変更工事費

利用者料金課
金データ設定
工事費

削除

中継伝送専用
機能提供工事
費

ＩＰ通信網
データ設定工
事費

光信号局内伝
送路接続工事
費
光回線設備調
整等工事費

ＬＡＮ型通信
網データ設定
工事費

(1)

(2)

(3)

(4)

　２－２　２－１以外の工事費

　２－３　算出式

　２－４　２－３に適用する作業単金

料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－５－２
に規定する機能を利用するときに、加入者交換機と市外
中継交換機との間の伝送路設備を設置する工事に要する
費用

１工事ごと
に

　　　

平日昼間

　　　

備考区分
１工事ごと
に 　　　

別表２（接続形態）第２表において協定事業者が利用者
料金設定事業者となる接続形態の場合であって、同別表
第３表において当社が利用者料金請求事業者となるとき
に、協定事業者が設定する利用者料金課金情報を当社の
利用者料金課金システムに登録する工事に要する費用

１工事ごと
に

　　　

ＬＡＮ型通信網間接続装置にルーティング設定等情報を
登録する工事に要する費用

ＩＰ通信網終端装置、ＩＰ通信網収容装置、ＩＰ通信網
間接続装置又はＳＩＰサーバ等にＩＰアドレス、ルー
ティング設定等情報を登録する工事に要する費用

１工事ごと
に

　　　　　 　　　

１工事ごと
に

光信号局内伝送路を通信用建物に設置された協定事業者
の電気通信設備に接続する工事に要する費用

単位

(5)

　　　

　　工事費 ＝ 作業単金 × 作業時間 ×（１ ＋ 貸倒率）

　　　

光回線設備（光信号局内伝送路及び特定光信号端末回線
を含みます。）の回線調整等に係る工事に要する費用

１工事ごと
に 　　　

区分 内容

　　　

土日祝日昼夜間

土日祝日深夜

平日深夜

平日夜間

１工事ごと
に

単位
一人当たり１時間ごとに

一人当たり１時間ごとに

一人当たり１時間ごとに

一人当たり１時間ごとに

一人当たり１時間ごとに

7,337円

7,067円

当社の電気通信設備において相互接続通信の経路を決定
するために、協定事業者の電気通信番号を加入者交換機
又は中継交換機に登録する工事に要する費用

6,444円

7,383円

8,458円

7,654円

8,727円 8,419円

8,149円

6,121円
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